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※
や
ま
と
こ
と
ば
の
発
声
を
、
重
ん
じ
た
く
、

旧
か
な
づ
か
ひ
を
、
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

送
り
が
な
も
、
伝
統
の
も
の
と
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

લ
จ
ừ
େ
؍
】
歴
史
を
大
観
し
て
こ
そ
、
閉
塞
打
開
の
道
は
、
あ
る
。

『
日
本
書
紀
』
・
『
古
事
記
』
・
聖
徳
太
子
の
十
七
条
憲
法
・
五
箇
条
の
御
誓
文
な
ど
と
大
日
本
帝

国
憲
法
・
日
本
国
憲
法
の
伝
統
を
も
つ
日
本
国
民
は
、
日
本
国
の
歴
史
の
本
質
を
踏
へ
つ
つ
、
今
の

国
際
情
勢
お
よ
び
国
内
情
勢
に
合
せ
、
令
和
日
本
国
憲
法
を
、
制
定
す
る
。
日
本
文
明
へ
の
国
策
で

も
あ
る
。

こ
の
数
千
年
間
、
人
間
社
会
史
の
水
面
下
に
て
、
金
銀
財
宝
の
移
転
な
ど
に
よ
り
、
諸
民
族
発
展

の
均
衡
な
ど
が
、
調
整
さ
れ
て
き
た
。
日
本
民
族
の
皇
統
は
、
こ
の
ご
活
動
に
、
深
く
関
与
し
て
こ

ら
れ
た
。
こ
の
事
実
を
な
る
べ
く
公
開
し
て
ゆ
く
と
と
も
に
、
こ
れ
か
ら
の
諸
民
族
の
自
立
と
協
同

の
た
め
、
日
本
民
族
の
皇
統
に
は
、
引
き
続
き
、
ご
活
躍
を
い
た
だ
く
。
そ
の
お
立
場
か
ら
、
日
本

国
政
治
へ
も
、
ご
勧
告
を
い
た
だ
く
。

日
本
国
と
し
て
で
は
な
く
、
日
本
民
族
と
し
て
の
外
交
儀
礼
は
、
天
皇
お
よ
び
皇
族
に
、
ご
担
当

を
い
た
だ
く
。

第
一
章

自
立
と
意
識

ୈ
Ұ

ừ
ࣗ
ཱ
Ử
今
の
日
本
国
は
、
自
国
の
統
治
、
す
な
は
ち
外
交
・
通
商
貿
易
・
金
融
政
策
・
軍

事
・
治
安
警
察
に
つ
い
て
、
そ
の
多
く
の
部
分
を
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
、
依
存
し
て
ゐ
る
。

日
本
国
は
、
自
国
の
統
治
を
、
無
理
な
く
、
無
駄
な
く
、
自
立
さ
せ
、
強
化
し
て
ゆ
く
。
そ
の
た

め
に
も
、
日
本
国
の
行
政
、
す
な
は
ち
統
治
以
外
の
政
治
を
、
地
方
分
権
化
し
て
ゆ
く
。
ま
た
、
行

政
の
う
ち
、
民
営
化
で
き
る
活
動
は
、
民
営
化
し
て
ゆ
く
。

ୈ
ೋ

ừ
ۉ
ߧ
Ử
日
本
国
に
よ
る
外
政
、
す
な
は
ち
外
交
・
通
商
貿
易
・
軍
事
は
、
諸
国
家
の
均
衡

の
実
現
を
、
目
的
と
す
る
。

人
民
の
自
由
を
抑
圧
し
つ
つ
、
特
定
国
家
が
、
す
べ
て
の
他
国
家
を
軍
事
制
覇
し
よ
う
と
し
た
、

か
つ
て
の
ナ
チ
ズ
ム
な
ど
を
、
自
国
に
つ
い
て
も
、
他
国
に
つ
い
て
も
、
拒
絶
す
る
。
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ୈ
ࡾ

ừ
ྺ
࢙
ͱ
ތ
Γ
Ử
『
日
本
書
紀
』
『
古
事
記
』
『
万
葉
集
』
な
ど
に
込
め
ら
れ
た
、
先
人
ら
の

日
本
国
自
立
の
想
ひ
を
、
深
く
理
解
し
て
ゆ
く
。
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
記
述
の
背
後
に
あ
る
、
縄

文
・
弥
生
時
代
か
ら
の
史
実
も
、
な
る
べ
く
実
証
的
に
追
究
し
て
ゆ
く
。

あ
る
意
味
、
今
の
自
然
科
学
よ
り
も
ひ
ろ
く
深
く
、
自
然
と
く
に
水
流
に
慣
れ
親
し
み
た
、
縄
文

・
弥
生
の
先
人
か
ら
の
、
野
性
を
復
興
す
る
。

日
本
列
島
史
・
日
本
民
族
史
・
日
本
国
史
の
現
象
と
本
質
を
、
な
る
べ
く
実
証
的
に
追
究
す
る
。

人
間
社
会
史
に
お
け
る
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
国
の
、
国
際
平
和
へ
の
重
要
な
役
割
を
、
誇
り
と
と

も
に
自
覚
す
る
。

ୈ
࢛

ừ
ҙ
ࣝ
Ử
日
本
国
民
の
学
者
・
官
僚
・
軍
人
・
政
治
家
・
報
道
人
・
経
営
者
・
教
師
・
父
母

な
ど
の
全
体
に
お
い
て
、
日
本
国
統
治
の
意
識
と
能
力
を
高
め
て
ゆ
く
。
ど
ん
な
選
挙
制
度
や
国
家

制
度
が
あ
つ
て
も
、
そ
れ
を
運
営
す
る
人
間
の
統
治
能
力
な
い
し
政
治
能
力
が
高
く
な
け
れ
ば
、
制

度
が
ま
と
も
に
機
能
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
く
に
、
統
治
、
す
な
は
ち
外
交
・
通
商
貿
易
・
金
融
政
策
・
軍
事
・
治
安
警
察
の
基
礎
た
る
、

情
報
戦
の
能
力
を
重
視
す
る
。
な
る
べ
く
優
れ
た
専
門
家
を
多
く
育
成
し
、
適
正
に
組
織
す
る
。

日
本
国
債
の
残
高
を
減
す
、
金
融
政
策
と
く
に
通
貨
政
策
を
導
入
す
る
。

へ
ら

今
の
欧
米
信
奉
の
研
究
と
教
育
に
、
限
界
は
な
い
か
と
、
反
省
す
る
。
学
問
の
世
界
史
を
尊
重
す

る
、
と
と
も
に
、
民
衆
の
生
活
や
生
産
の
現
場
感
性
に
よ
り
、
学
問
を
修
正
し
つ
づ
け
る
。

第
二
章

国
民
国
家
へ

ୈ
ޒ

ừ
ࠃ
ຽ
ࠃ
Ո

Ử
日
本
民
族
は
本
音
に
お
い
て
、
よ
り
身
近
な
小
集
団
を
優
先
し
、
よ
り
大

き
な
組
織
、
と
く
に
国
家
に
つ
い
て
は
、
み
づ
か
ら
に
有
利
な
や
う
、
建
前
と
し
て
ま
つ
り
あ
げ
る
、

と
い
ふ
慣
習
も
遺
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
実
は
、
西
欧
民
族
が
主
導
し
た
、
近
代
国
民
国
家
と
は
、
異

の
こ

質
の
組
織
観
で
あ
る
。
が
、
先
進
諸
国
家
の
強
さ
へ
の
対
抗
上
、
日
本
国
も
な
る
べ
く
、
国
民
国
家

に
接
近
す
る
。
国
民
国
家
は
、
平
時
に
お
け
る
、
自
由
と
権
利
推
進
で
あ
り
、
有
事
に
お
け
る
、
国

防
へ
の
参
画
義
務
で
あ
る
。

ୈ


ừ

ຊ
ࠃ
ຽ
Ử
日
本
国
民
た
る
、
す
な
は
ち
日
本
国
籍
を
も
つ
要
件
は
、
法
律
に
定
め
る
。

す
べ
て
の
日
本
国
民
は
、
法
の
も
と
に
平
等
で
あ
る
。

ୈ
ࣣ

ừ
Ո

ͱ
Ո
ఉ
Ử
日
本
民
族
に
伝
統
の
家
族
観
も
尊
重
し
つ
つ
、
家
庭
を
あ
ら
た
め
て
、
私

的
協
会
と
し
て
創
造
す
る
。
家
族
と
い
ふ
血
縁
の
み
で
な
く
、
家
庭
と
し
て
、
現
代
社
会
に
て
流
動

す
る
、
地
縁
や
通
信
縁
も
活
す
。
家
庭
を
、
恋
愛
と
出
産
と
保
育
と
教
育
と
い
ふ
、
特
殊
な
労
働
、

そ
れ
と
、
生
活
の
休
養
面
、
こ
れ
ら
の
た
め
の
、
協
会
と
す
る
。
こ
の
伝
統
と
創
造
に
合
せ
、
法
律

を
整
備
し
て
ゆ
く
。
日
本
社
会
の
子
や
孫
ら
へ
希
望
を
与
へ
ら
れ
る
や
う
努
め
る
。
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ୈ
ീ

ừ
ੜ
໋
ͱ
ࡒ
࢈
Ử
何
人
も
、
み
づ
か
ら
の
生
命
と
財
産
を
守
る
こ
と
を
、
妨
げ
ら
れ
な
い
。

な
ん
ぴ
と

よ
つ
て
、
他
人
が
、
他
人
み
づ
か
ら
の
生
命
と
財
産
を
守
る
こ
と
を
、
自
分
か
ら
妨
げ
ぬ
や
う
、
配

慮
し
あ
ふ
。
こ
の
こ
と
は
、
以
下
に
述
べ
る
、
す
べ
て
の
自
由
と
権
利
に
つ
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
。

ୈ


ừ

࣭
ࣗ
༝
Ử
何
人
も
、
次
の
物
質
面
の
自
由
が
、
あ
る
。

居
住
と
移
転
の
自
由
。
外
国
に
移
住
し
、
ま
た
日
本
国
籍
を
離
脱
す
る
自
由
。

職
業
選
択
の
自
由
。
み
づ
か
ら
に
与
へ
ら
れ
た
条
件
の
も
と
に
、
商
業
そ
の
他
の
営
業
を
す
る
自

由
。

ୈ
Ұ
ʓ

ừ
ੜ
׆
ͱ


Ử
何
人
も
、
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
み
、
幸
福
を
追
求

す
る
権
利
を
有
す
る
。

ୈ
Ұ
Ұ

ừ
ඇ
ౕ
ྴ
Ử
何
人
も
、
い
か
な
る
奴
隷
的
拘
束
も
受
け
な
い
。
ま
た
、
犯
罪
に
よ
る
処
罰

の
場
合
を
除
き
、
そ
の
意
に
反
す
る
苦
役
に
服
さ
せ
ら
れ
な
い
。

ୈ
Ұ
ೋ

ừ
ࡒ
࢈
ݖ
Ử
財
産
権
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。

財
産
権
の
内
容
は
、
公
共
の
福
祉
に
適
合
す
る
や
う
に
、
法
律
に
て
定
め
る
。

私
有
財
産
は
、
正
当
な
補
償
の
も
と
に
、
こ
れ
を
公
共
の
た
め
に
用
ゐ
る
こ
と
が
で
き
る
。

知
的
財
産
権
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
。

ୈ
Ұ
ࡾ

ừ
ਫ਼
ਆ
ࣗ
༝
Ử
何
人
も
、
現
実
の
世
界
に
つ
い
て
の
認
識
を
、
ひ
ろ
め
深
め
る
こ
と
に
、

努
め
る
。
他
人
を
、
み
だ
り
に
、
の
の
し
り
あ
つ
た
り
、
い
ぢ
め
あ
つ
た
り
せ
ぬ
や
う
、
努
め
る
。

何
人
も
、
次
の
精
神
面
の
自
由
が
、
あ
る
。

学
問
と
思
想
や
良
心
と
信
教
の
自
由
。

表
現
と
出
版
や
集
会
と
結
社
の
自
由
。

私
生
活
に
つ
い
て
監
視
さ
れ
た
り
公
開
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
を
拒
む
自
由
。

ୈ
Ұ
࢛

ừ
൜
ࡑ
ඃ

ऀ
Ử
犯
罪
行
為
に
よ
る
被
害
者
ま
た
は
そ
の
遺
族
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
国
の
救
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

ୈ
Ұ
ޒ

ừ
ӫ
య
Ử
栄
誉
、
勲
章
そ
の
他
の
栄
典
の
授
与
は
、
い
か
な
る
特
権
も
伴
は
な
い
。
栄
典

の
授
与
は
、
現
に
こ
れ
を
有
し
、
ま
た
は
将
来
こ
れ
を
受
け
る
者
の
一
代
に
限
り
、
そ
の
効
力
を
有

す
る
。

ୈ
Ұ


ừ
ڭ
ҭ
Ử
す
べ
て
の
日
本
国
民
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
能
力
に
応
じ
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て
、
ひ
と
し
く
教
育
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

す
べ
て
の
日
本
国
民
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
保
護
す
る
子
女
に
、
普
通
教
育

を
受
け
さ
せ
る
義
務
を
負
ふ
。
義
務
教
育
は
、
無
償
と
す
る
。

ୈ
Ұ
ࣣ

ừ
ۈ
࿑
Ử
す
べ
て
の
日
本
国
民
は
、
勤
労
の
権
利
を
有
し
、
義
務
を
負
ふ
。

賃
金
、
就
業
時
間
、
休
息
そ
の
他
の
勤
労
条
件
に
関
す
る
基
準
は
、
法
律
に
て
定
め
る
。

児
童
を
、
酷
使
し
て
は
な
ら
な
い
。

勤
労
者
の
団
結
す
る
権
利
お
よ
び
団
体
交
渉
そ
の
他
の
団
体
行
動
を
す
る
権
利
を
、
保
障
す
る
。

ୈ
Ұ
ീ

ừ
ೲ
੫
Ử
何
人
も
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
納
税
の
義
務
を
負
ふ
。

ୈ
Ұ


ừ
ࠃ

ࢀ
ը
Ử
日
本
国
民
は
、
日
本
国
の
有
事
に
お
い
て
、
国
防
へ
の
参
画
義
務
が
あ
る
。

有
事
に
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
な
り
に
、
ど
う
参
画
で
き
る
か
、
平
時
か
ら
準
備
す
る
。

ୈ
ೋ
ʓ

ừ
ଞ
ࠃ
੶
ډ
ॅ
ऀ
Ử
日
本
国
籍
を
も
た
ぬ
日
本
国
内
居
住
者
の
、
権
利
と
義
務
に
つ
い
て

は
、
日
本
民
族
の
伝
統
と
創
造
に
配
慮
し
つ
つ
、
法
律
に
定
め
る
。

第
三
章

三
権
分
立
と
民
主

ୈ
ೋ
Ұ

ừ
ࡾ
ݖ

ཱ
Ử
日
本
国
は
三
権
分
立
制
で
あ
る
。
法
律
を
決
定
す
る
立
法
権
。
既
成
の
法

律
を
執
行
す
る
執
行
権
。
既
成
の
法
律
に
も
と
づ
き
違
法
行
為
を
監
察
し
処
罰
す
る
司
法
権
。
立
法

権
・
執
行
権
・
司
法
権
を
国
会･

内
閣
・
裁
判
所
な
ど
の
独
立
機
関
が
適
正
に
分
掌
す
る
。
法
律
の

抽
象
性
を
具
体
化
す
る
た
め
、
執
行
権
は
政
令
な
ど
に
お
い
て
執
行
的
適
用
を
な
し
、
司
法
権
は
判

決
に
お
い
て
司
法
的
確
定
を
な
す
。
法
律
を
決
定
す
る
立
法
権
が
三
権
の
基
礎
で
あ
り
、
日
々
執
行

す
る
執
行
権
が
国
家
活
動
を
統
一
す
る
三
権
の
中
心
で
あ
り
、
法
治
国
家
と
し
て
三
権
担
当
者
を
も

監
察
・
処
罰
の
対
象
と
す
る
司
法
権
が
三
権
の
最
終
権
威
で
あ
る
。

ୈ
ೋ
ೋ

ừ
ຽ
ओ
Ử
日
本
国
は
、
国
家
規
範
の
運
動
形
式
た
る
、
立
法
・
執
行
・
司
法
に
、
日
本
国

民
が
、
法
律
に
定
め
ら
れ
た
方
法
に
て
参
画
で
き
る
、
民
主
制
で
あ
る
。

ୈ
ೋ
ࡾ

ừ
࠷
ߴ

࣭
࠷

අ
༻
Ử
日
本
国
は
、
国
家
活
動
の
最
高
品
質
最
低
費
用
を
、
追
求
す
る
。

ま
た
、
日
本
国
政
治
が
、
三
権
担
当
者
や
関
連
業
界
者
な
ど
の
私
益
優
先
と
な
ら
ぬ
や
う
、
日
本
国

民
に
よ
る
監
視
制
度
も
強
め
る
。

ୈ
ೋ
࢛

ừ
׆
ಈ

༰
Ử
国
家
活
動
の
内
容
に
は
、
民
営
化
困
難
な
も
の
か
ら
、
民
営
化
も
可
能
な

も
の
へ
の
順
に
て
、
次
が
あ
る
。
統
治
で
あ
る
、
軍
事
・
外
交
・
治
安
警
察
・
通
商
貿
易
・
金
融
政

策
。
行
政
で
あ
る
、
行
政
警
察
・
財
政
政
策
・
公
共
土
木
事
業
・
国
有
化
政
策
・
労
働
政
策
・
年
金
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・
各
種
保
険
・
生
活
保
護
・
養

生(

恋
愛
・
出
産
・
保
育
・
教
育
・
保
健
・
看
護
・
医
療)

支
援
。

や
う
じ
ゃ
う

第
四
章

立
法

ୈ
ೋ
ޒ

ừ
౷
࣏
Ӄ
ͱ
ߦ

Ӄ
Ử
国
会
が
、
立
法
権
の
中
心
を
担
当
す
る
。

日
本
国
統
治
の
自
立
強
化
の
た
め
、
参
議
院
を
統
治
院
と
改
称
す
る
。
衆
議
院
を
行
政
院
と
改
称

す
る
。
統
治
院
議
員
と
、
行
政
院
議
員
は
、
令
和
時
代
に
お
い
て
、
魅
力
あ
る
日
本
国
創
造
は
可
能

で
あ
る
と
、
め
ざ
め
た
日
本
国
民
が
中
心
と
な
り
、
普
通
選
挙
に
よ
り
選
出
さ
れ
る
。
統
治
院
議
員

の
任
期
は
六
年
、
三
年
ご
と
に
半
数
改
選
。
行
政
院
議
員
の
任
期
は
四
年
。
政
治
家
が
選
挙
屋
に
終

始
せ
ぬ
や
う
、
国
会
解
散
は
な
く
す
。
統
治
院
議
員
・
行
政
院
議
員
の
選
挙
権
・
被
選
挙
権
・
議
員

定
数
・
選
挙
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
法
律
に
定
め
る
。

統
治
院
は
統
治
活
動
に
つ
い
て
の
審
議
を
優
先
し
、
行
政
院
は
行
政
活
動
に
つ
い
て
の
審
議
を
優

先
す
る
。

ୈ
ೋ


ừ
ग़
੮
ͱ
Մ
ܾ
Ử
両
院
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
総
議
員
の
三
分
の
一
以
上
の
出
席
が
な
け
れ

ば
、
議
事
を
開
き
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

両
院
の
議
事
は
、
こ
の
憲
法
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
出
席
議
員
の
過
半
数
で

こ
れ
を
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

ୈ
ೋ
ࣣ

ừ
ެ
։
ͱ
ه

Ử
両
院
の
会
議
は
、
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
出
席
議
員
の
三
分
の
二
以

上
の
多
数
で
議
決
し
た
と
き
は
、
秘
密
会
を
開
く
こ
と
も
で
き
る
。

両
院
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
会
議
の
記
録
を
保
存
し
、
秘
密
会
の
記
録
の
な
か
で
と
く
に
秘
密
を
要

す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
以
外
は
、
こ
れ
を
公
表
し
、
か
つ
一
般
に
頒
布
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
席
議
員
の
五
分
の
一
以
上
の
要
求
が
あ
れ
ば
、
各
議
員
の
表
決
は
、
こ
れ
を
会
議
録
に
記
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ୈ
ೋ
ീ

ừ
Ӄ

ن
ଇ
Ử
両
院
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
議
長
そ
の
他
の
役
員
を
選
任
す
る
。

両
院
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
会
議
そ
の
他
の
手
続
き
お
よ
び
内
部
の
規
律
に
関
す
る
規
則
を
定
め
、

ま
た
、
院
内
の
秩
序
を
み
だ
し
た
議
員
を
懲
罰
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
議
員
を
除
名
す
る

に
は
、
出
席
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
に
よ
る
議
決
を
必
要
と
す
る
。

ୈ
ೋ


ừ
ৗ
ձ
ͱ
ྟ
࣌
ձ
Ử
国
会
の
常
会
は
、
毎
年
一
回
こ
れ
を
召
集
す
る
。

内
閣
は
、
国
会
の
臨
時
会
の
召
集
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
づ
れ
か
の
院
の
総
議
員
の
四

分
の
一
以
上
の
要
求
が
あ
れ
ば
、
内
閣
は
、
そ
の
召
集
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ୈ
ࡾ
ʓ

ừ
๏


ཱ
Ử
法
律
案
は
、
こ
の
憲
法
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
両
院

に
て
可
決
し
た
と
き
法
律
と
な
る
。
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行
政
院
に
て
可
決
し
、
統
治
院
に
て
こ
れ
と
異
つ
た
議
決
を
し
た
法
律
案
は
、
行
政
院
に
て
出
席

議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
で
再
び
可
決
し
た
と
き
は
、
法
律
と
な
る
。

前
項
の
規
定
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
行
政
院
が
、
両
院
の
協
議
会
を
開
く
こ
と
を

求
め
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

統
治
院
が
、
行
政
院
の
可
決
し
た
法
律
案
を
受
け
取
つ
た
の
ち
、
国
会
休
会
中
の
期
間
を
除
い
て

六
十
日
以
内
に
、
議
決
し
な
い
と
き
は
、
行
政
院
は
、
統
治
院
が
そ
の
法
律
案
を
否
決
し
た
も
の
と

み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

ୈ
ࡾ
Ұ

ừ
༧
ࢉ

ཱ
Ử
予
算
は
、
さ
き
に
行
政
院
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

予
算
に
つ
い
て
、
統
治
院
に
て
行
政
院
と
異
つ
た
議
決
を
し
た
場
合
に
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
両
院
の
協
議
会
を
開
い
て
も
意
見
が
一
致
し
な
い
と
き
、
ま
た
は
統
治
院
が
、
行
政
院
の

可
決
し
た
予
算
を
受
け
取
つ
た
の
ち
、
国
会
休
会
中
の
期
間
を
除
い
て
三
十
日
以
内
に
、
議
決
し
な

い
と
き
は
、
行
政
院
の
議
決
を
国
会
の
議
決
と
す
る
。

ୈ
ࡾ
ೋ

ừ


ঝ
ೝ
Ử
条
約
の
締
結
に
必
要
な
国
会
の
承
認
議
事
は
、
さ
き
に
統
治
院
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
議
事
に
つ
い
て
、
行
政
院
に
て
統
治
院
と
異
つ
た
議
決
を
し
た
場
合
に
、
法
律
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
両
院
の
協
議
会
を
開
い
て
も
意
見
が
一
致
し
な
い
と
き
、
ま
た
は
行
政
院
が
、
統

治
院
の
議
決
を
受
け
取
つ
た
の
ち
、
国
会
休
会
中
の
期
間
を
除
い
て
三
十
日
以
内
に
、
議
決
し
な
い

と
き
は
、
統
治
院
の
議
決
を
国
会
の
議
決
と
す
る
。

ୈ
ࡾ
ࡾ

ừ

ֳ
ग़
੮
Ử
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
は
、
両
院
の
ひ
と
つ
に
議
席
を
有
す

る
と
有
し
な
い
と
に
か
か
は
ら
ず
、
い
つ
で
も
議
案
に
つ
い
て
発
言
す
る
た
め
国
会
に
出
席
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
ま
た
、
答
弁
ま
た
は
説
明
の
た
め
出
席
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
出
席
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

ୈ
ࡾ
࢛

ừ
ࠃ

ௐ
ࠪ
Ử
両
院
は
、
そ
れ
ぞ
れ
既
成
法
律
の
執
行
活
動
に
関
す
る
調
査
を
行
ひ
、
こ

れ
に
関
し
て
、
証
人
の
出
頭
お
よ
び
証
言
な
ら
び
に
記
録
の
提
出
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ୈ
ࡾ
ޒ

ừ
ٞ
һ
Ử
何
人
も
、
同
時
に
両
院
の
議
員
た
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

両
院
の
議
員
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
庫
か
ら
相
当
額
の
歳
費
を
受
け
る
。

両
院
の
議
員
は
、
院
に
て
行
つ
た
演
説
、
討
論
ま
た
は
表
決
に
つ
い
て
、
院
外
に
て
責
任
を
問
は

れ
な
い
。

両
院
の
議
員
は
、
法
律
の
定
め
る
場
合
を
除
い
て
は
、
国
会
の
会
期
中
逮
捕
さ
れ
ず
、
会
期
前
に

逮
捕
さ
れ
た
議
員
は
、
そ
の
院
の
要
求
が
あ
れ
ば
、
会
期
中
こ
れ
を
釈
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
五
章

執
行

ୈ
ࡾ


ừ

ֳ
Ử
内
閣
総
理
大
臣
が
、
執
行
権
の
中
心
を
担
当
す
る
。

内
閣
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
首
長
た
る
内
閣
総
理
大
臣
お
よ
び
そ
の
他
の
国

務
大
臣
に
て
こ
れ
を
組
織
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
は
、
文
民
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ୈ
ࡾ
ࣣ

ừ

ֳ
૯
ཧ
େ
ਉ
Ử
内
閣
総
理
大
臣
は
、
統
治
院
議
員
と
行
政
院
議
員
を
合
計
し
、
議
員

が
属
す
る
比
較
多
数
党
を
確
認
し
、
そ
の
党
首
が
そ
の
ま
ま
就
任
す
る
。
内
閣
総
理
大
臣
す
な
は
ち

比
較
多
数
党
党
首
は
、
国
会
議
員
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
選
挙
民
が
内
閣
総
理
大
臣
就
任
者
を
安
定

し
て
予
想
し
う
る
や
う
、
こ
れ
に
と
も
な
ふ
細
則
を
、
法
律
お
よ
び
各
政
党
内
規
則
に
定
め
る
。

ୈ
ࡾ
ീ

ừ

ֳ

৫
Ử
内
閣
総
理
大
臣
は
、
国
務
大
臣
を
任
命
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
過
半
数
は
、

国
会
議
員
の
な
か
か
ら
選
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

内
閣
総
理
大
臣
は
、
任
意
に
国
務
大
臣
を
罷
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ୈ
ࡾ


ừ
ަ
ସ
ͱ
վ

Ử
国
会
に
よ
る
内
閣
に
対
す
る
不
信
任
決
議
案
・
信
任
決
議
案
・
問
責
決

議
案
の
提
出
は
、
廃
止
す
る
。

比
較
多
数
党
お
よ
び
内
閣
総
理
大
臣
は
、
日
本
国
民
の
世
論
に
よ
る
、
内
閣
総
理
大
臣
交
替
あ
る

い
は
内
閣
改
造
へ
の
勧
告
を
、
尊
重
す
る
。

ୈ
࢛
ʓ

ừ

ֳ


Ử
内
閣
総
理
大
臣
は
、
内
閣
を
代
表
し
て
議
案
を
国
会
に
提
出
し
、
一
般
国

務
お
よ
び
外
交
関
係
に
つ
い
て
国
会
に
報
告
し
、
な
ら
び
に
執
行
機
関
各
部
を
指
揮
監
督
す
る
。

内
閣
は
、
条
約
を
締
結
す
る
。
た
だ
し
、
事
前
に
、
時
宜
に
よ
つ
て
は
事
後
に
、
国
会
の
承
認
を

経
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。

内
閣
は
、
予
算
を
作
成
し
て
国
会
に
提
出
す
る
。

法
律
お
よ
び
政
令
に
は
、
す
べ
て
主
任
の
国
務
大
臣
が
署
名
し
、
内
閣
総
理
大
臣
が
連
署
す
る
こ

と
を
必
要
と
す
る
。

ୈ
࢛
Ұ

ừ
ࠃ

େ
ਉ
Ử
国
務
大
臣
は
、
そ
の
在
任
中
、
内
閣
総
理
大
臣
の
同
意
が
な
け
れ
ば
、
訴

追
さ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
が
た
め
、
訴
追
の
権
利
は
、
害
さ
れ
な
い
。

ୈ
࢛
ೋ

ừ
ۓ
ٸ

ྩ
Ử
日
本
国
統
治
に
お
い
て
、
日
本
国
お
よ
び
日
本
国
民
の
利
害
に
か
か
は
る

が
、
既
成
法
律
に
て
判
断
で
き
ぬ
、
緊
急
情
勢
が
発
生
し
た
場
合
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
最
高
に
賢

明
な
る
情
勢
判
断
の
も
と
、
国
会
審
議
を
俟
た
ず
、
緊
急
政
令
を
発
し
、
執
行
命
令
で
き
る
。
た

ま

だ
し
、
日
本
国
お
よ
び
日
本
国
民
の
利
害
に
反
し
、
外
国
な
い
し
外
国
企
業
な
い
し
国
際
組
織
の
利

害
に
協
力
す
る
内
容
に
お
い
て
、
緊
急
政
令
を
発
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
緊
急
政
令
を
発
し
た
結
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果
に
つ
い
て
、
事
後
、
統
治
院
が
批
評
決
議
す
る
。

ୈ
࢛
ࡾ

ừ
܉
ࣄ
ͱ
࣏
҆
Ử
自
衛
隊
を
日
本
国
軍
と
改
称
す
る
。
日
本
国
軍
に
お
い
て
、
軍
事
技
術

は
、
時
流
の
最
高
品
質
最
低
費
用
と
な
る
べ
く
国
産
を
、
追
求
す
る
。
す
な
は
ち
、
内
外
軍
事
産
業

の
利
益
の
み
を
主
目
的
と
す
る
、
軍
備
お
よ
び
軍
事
活
動
は
、
否
定
す
る
。
諸
国
家
か
ら
日
本
国
へ

の
、
軍
事
攻
撃
意
図
を
縮
小
さ
せ
る
、
外
交
・
軍
事
同
盟
・
通
商
貿
易
お
よ
び
軍
備
を
、
優
先
す
る
。

実
際
に
軍
事
行
為
が
必
要
な
場
合
も
、
最
少
限
の
破
壊
と
殺
傷
に
て
、
目
的
を
果
す
。
日
本
国
民
の

国
防
へ
の
参
画
義
務
を
、
調
和
的
に
組
織
す
る
。

と
と
も
に
、
世
界
の
諸
個
人
諸
集
団
に
よ
る
テ
ロ
攻
撃
意
図
を
縮
小
さ
せ
る
、
外
交
・
軍
備
・
通

商
貿
易
・
治
安
警
察
・
金
融
政
策
・
行
政
警
察
を
、
優
先
す
る
。

ୈ
࢛
࢛

ừ


Δ
Ử
工
業
社
会
か
ら
商
業
社
会
へ
の
移
行
に
と
も
な
ひ
、
官
僚
と
軍
人
も
、
い
は

ば
日
本
国
民
と
い
ふ
顧
客
に
仕
へ
る
意
識
を
、
高
め
て
ゆ
く
。

つ
か

ୈ
࢛
ޒ

ừ
ࠃ
Ո
ഛ
ঈ
Ử
何
人
も
、
公
務
員
の
不
法
行
為
に
よ
り
、
損
害
を
受
け
た
と
き
は
、
法
律

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
ま
た
は
公
共
団
体
に
、
そ
の
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
章

地
方
分
権
へ

ୈ
࢛


ừ
࠶
ฤ
Ử
統
治
と
行
政
と
い
ふ
、
国
家
活
動
の
内
容
の
、
中
央
と
地
方
へ
の
展
開
に
お
い

て
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
の
調
和
を
図
る
べ
く
、
中
央
と
地
方
の
国
家
機
関
を
、
適
正
に
再
編
し
て

は
か

ゆ
く
。

日
本
国
の
統
治
領
域
に
お
け
る
、
統
治
区
域
な
い
し
行
政
区
画
を
、
日
本
社
会
の
生
産
発
達
や
認

識
表
現
発
達
を
阻
害
せ
ず
、
推
進
す
る
も
の
に
、
改
定
し
て
ゆ
く
。
た
と
へ
ば
、
明
治
維
新
時
に
必

要
で
あ
つ
た
、
都
道
府
県
と
い
ふ
区
画
の
ま
ま
で
よ
い
か
。

ୈ
࢛
ࣣ

ừ

ํ
จ
Խ
Ử
各
地
方
の
縄
文
時
代
か
ら
の
伝
統
を
ふ
り
か
へ
る
。
こ
れ
か
ら
の
社
会
の

生
産
発
達
や
認
識
表
現
発
達
の
傾
向
に
も
合
せ
つ
つ
、
各
地
方
文
化
を
創
造
し
つ
づ
け
る
。
方
言
も

尊
重
す
る
。

ୈ
࢛
ീ

ừ

ํ

ݖ

Ử
日
本
国
行
政
の
地
方
分
権
化
と
一
部
行
政
の
民
営
化
に
合
せ
、
各
地
方

自
治
体
内
の
立
法
・
執
行
・
司
法
が
機
動
的
と
な
る
や
う
、
改
善
し
て
ゆ
く
。
地
方
自
治
体
は
、
日

本
国
の
既
成
法
律
に
反
す
る
条
例
を
制
定
で
き
な
い
が
、
各
地
方
の
自
由
度
が
増
す
や
う
、
既
成
法

律
の
改
定
も
考
慮
す
る
。

ୈ
࢛


ừ
ಛ
ผ
๏
Ử
ひ
と
つ
の
地
方
自
治
体
の
み
に
適
用
さ
れ
る
特
別
法
は
、
法
律
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
地
方
自
治
体
の
住
民
の
投
票
に
お
い
て
そ
の
過
半
数
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
、
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国
会
は
、
こ
れ
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
七
章

財
政

ୈ
ޒ
ʓ

ừ
ࡒ

ͱ
ࠃ
ձ
Ử
国
の
財
政
を
処
理
す
る
権
限
は
、
国
会
の
議
決
に
も
と
づ
い
て
、
こ
れ

を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

あ
ら
た
に
租
税
を
課
し
、
ま
た
は
現
行
の
租
税
を
変
更
す
る
に
は
、
法
律
ま
た
は
法
律
の
定
め
る

条
件
に
よ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。

国
費
を
支
出
し
、
ま
た
は
国
が
債
務
を
負
担
す
る
に
は
、
国
会
の
議
決
に
も
と
づ
く
こ
と
を
必
要

と
す
る
。

ୈ
ޒ
Ұ

ừ

ֳ
ͱ
༧
ࢉ
Ử
内
閣
は
、
毎
会
計
年
度
の
予
算
を
作
成
し
、
国
会
に
提
出
し
て
、
そ
の

審
議
を
受
け
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

予
見
し
が
た
い
予
算
の
不
足
に
充
て
る
た
め
、
国
会
の
議
決
に
も
と
づ
い
て
予
備
費
を
設
け
、
内

あ

閣
の
責
任
に
て
こ
れ
を
支
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
べ
て
予
備
費
の
支
出
に
つ
い
て
は
、
内
閣
は
、
事
後
に
国
会
の
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ୈ
ޒ
ೋ

ừ
ࢧ
ग़
੍
ݶ
Ử
公
金
そ
の
他
の
公
の
財
産
は
、
宗
教
上
の
組
織
も
し
く
は
団
体
の
使
用
、

便
益
も
し
く
は
維
持
の
た
め
、
ま
た
は
公
の
支
配
に
属
し
な
い
慈
善
も
し
く
は
博
愛
の
事
業
に
対
し
、

こ
れ
を
支
出
し
、
ま
た
は
そ
の
利
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

ୈ
ޒ
ࡾ

ừ
ܾ
ࢉ
Ử
国
の
収
入
支
出
の
決
算
は
、
す
べ
て
毎
年
会
計
検
査
院
が
こ
れ
を
検
査
し
、
内

閣
は
、
次
の
年
度
に
、
そ
の
検
査
報
告
と
と
も
に
、
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

会
計
検
査
院
の
報
告
を
受
け
、
統
治
院
は
、
予
算
以
下
の
支
出
に
よ
る
政
治
目
的
達
成
の
称
賛
と
、

中
長
期
予
算
案
へ
の
要
請
を
、
決
議
す
る
。

会
計
検
査
院
の
組
織
お
よ
び
権
限
は
、
法
律
に
て
定
め
る
。

ୈ
ޒ
࢛

ừ
ࡒ

ใ
ࠂ
Ử
内
閣
は
、
国
会
お
よ
び
国
民
に
対
し
、
定
期
に
、
少
く
と
も
毎
年
一
回
、

国
の
財
政
状
況
に
つ
い
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
般
会
計
と
特
別
会
計
を
綜
合
し
、
複
式
簿
記
に
て
、
国
民
に
よ
り
わ
か
り
や
す
い
報
告
と
な
る

や
う
、
努
め
る
。

第
八
章

司
法

ୈ
ޒ
ޒ

ừ
ࡋ

ॴ
Ử
最
高
裁
判
所
お
よ
び
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
す
る
下
級
裁
判
所

が
、
司
法
権
の
中
心
を
担
当
す
る
。

す
べ
て
裁
判
官
は
、
そ
の
良
心
に
従
ひ
、
独
立
し
て
そ
の
職
権
を
行
ひ
、
こ
の
憲
法
お
よ
び
法
律
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に
の
み
拘
束
さ
れ
る
。

ୈ
ޒ


ừ
ࡋ

ॴ
ن
ଇ
Ử
最
高
裁
判
所
は
、
訴
訟
に
関
す
る
手
続
き
、
弁
護
士
、
裁
判
所
の
内
部

規
律
お
よ
び
司
法
事
務
処
理
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
規
則
を
定
め
る
権
限
を
有
す
る
。

検
察
官
は
、
最
高
裁
判
所
の
定
め
る
規
則
に
従
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

最
高
裁
判
所
は
、
下
級
裁
判
所
に
関
す
る
規
則
を
定
め
る
権
限
を
、
下
級
裁
判
所
に
委
任
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

ୈ
ޒ
ࣣ

ừ
ࡋ


Ử
裁
判
官
は
、
裁
判
に
よ
り
、
心
身
の
故
障
の
た
め
に
職
務
を
執
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
決
定
さ
れ
た
場
合
を
除
い
て
は
、
公
の
弾
劾
に
よ
ら
な
け
れ
ば
罷
免
さ
れ
な
い
。
裁
判
官

の
懲
戒
処
分
は
、
執
行
機
関
が
こ
れ
を
行
ふ
こ
と
は
で
き
な
い
。

ୈ
ޒ
ീ

ừ
࠷
ߴ
ࡋ

ॴ
Ử
最
高
裁
判
所
は
、
そ
の
長
た
る
裁
判
官
お
よ
び
法
律
の
定
め
る
員
数
の

そ
の
他
の
裁
判
官
に
て
こ
れ
を
構
成
し
、
こ
れ
ら
の
裁
判
官
は
、
内
閣
に
て
任
命
す
る
。

最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
任
命
は
、
そ
の
任
命
後
は
じ
め
て
行
は
れ
る
行
政
院
議
員
総
選
挙
の
際
、

国
民
の
審
査
に
付
し
、
そ
の
の
ち
十
年
を
経
過
し
た
の
ち
は
じ
め
て
行
は
れ
る
行
政
院
議
員
総
選
挙

の
際
、
さ
ら
に
審
査
に
付
し
、
そ
の
後
も
同
様
と
す
る
。

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
投
票
者
の
多
数
が
裁
判
官
の
罷
免
を
可
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
裁
判
官

は
、
罷
免
さ
れ
る
。

審
査
に
関
す
る
事
項
は
、
法
律
に
て
定
め
る
。

最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
法
律
の
定
め
る
年
齢
に
達
し
た
と
き
に
退
官
す
る
。

最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
す
べ
て
定
期
に
相
当
額
の
報
酬
を
受
け
る
。

ୈ
ޒ


ừ
Լ
ڃ
ࡋ

ॴ
Ử
下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
最
高
裁
判
所
の
指
名
し
た
者
の
名
簿
に
よ

つ
て
、
内
閣
に
て
こ
れ
を
任
命
す
る
。
そ
の
裁
判
官
は
、
任
期
を
十
年
と
し
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
法
律
の
定
め
る
年
齢
に
達
し
た
と
き
に
は
退
官
す
る
。

下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
す
べ
て
定
期
に
相
当
額
の
報
酬
を
受
け
る
。

ୈ

ʓ

ừ
ݑ
๏

அ
Ử
最
高
裁
判
所
は
、
一
切
の
法
律
、
命
令
、
規
則
ま
た
は
処
分
が
憲
法
に
適

合
す
る
か
し
な
い
か
を
決
定
す
る
権
限
を
有
す
る
終
審
裁
判
所
で
あ
る
。

ୈ

Ұ

ừ
ެ
։
ݪ
ଇ
Ử
裁
判
の
対
審
お
よ
び
判
決
は
、
公
開
法
廷
に
て
行
ふ
。

裁
判
所
が
、
裁
判
官
の
全
員
一
致
で
、
公
の
秩
序
ま
た
は
善
良
の
風
俗
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
決
し
た
場
合
に
は
、
対
審
は
、
公
開
し
な
い
で
行
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
政
治
犯
罪
、
出

版
に
関
す
る
犯
罪
、
ま
た
は
こ
の
憲
法
に
て
保
障
す
る
日
本
国
民
な
ど
の
自
由
と
権
利
が
問
題
と
な

つ
て
ゐ
る
事
件
の
対
審
は
、
常
に
公
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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ୈ

ೋ

ừ

֍
ࡋ

ॴ
Ử
国
会
は
、
罷
免
の
訴
追
を
受
け
た
裁
判
官
を
裁
判
す
る
た
め
、
両
院
の

議
員
に
て
組
織
す
る
弾
劾
裁
判
所
を
設
け
る
。
弾
劾
に
関
す
る
事
項
は
、
法
律
に
て
定
め
る
。

ୈ

ࡾ

ừ
ࡑ
ܐ
๏
ఆ
Ử
何
人
も
、
法
律
の
定
め
る
手
続
き
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
生
命
も
し
く

は
自
由
を
奪
は
れ
、
ま
た
は
そ
の
他
の
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
な
い
。

ୈ

࢛

ừ
ࡋ


ٻ
ݖ
Ử
何
人
も
、
裁
判
所
に
お
い
て
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
奪
は
れ
な
い
。

ୈ

ޒ

ừ
ྩ
ঢ়
Ử
何
人
も
、
現
行
犯
と
し
て
逮
捕
さ
れ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
権
限
を
有
す
る
司

法
官
憲
が
発
し
、
か
つ
理
由
と
な
つ
て
ゐ
る
犯
罪
を
明
示
す
る
令
状
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
逮
捕
さ
れ

な
い
。

何
人
も
、
そ
の
住
居
、
書
類
お
よ
び
所
持
品
に
つ
い
て
、
侵
入
、
捜
索
お
よ
び
押
収
を
受
け
る
こ

と
の
な
い
権
利
は
、
前
項
の
場
合
を
除
い
て
は
、
正
当
な
理
由
に
も
と
づ
い
て
発
せ
ら
れ
、
か
つ
捜

索
す
る
場
所
お
よ
び
押
収
す
る
物
を
明
示
す
る
令
状
が
な
け
れ
ば
、
侵
さ
れ
な
い
。

捜
索
ま
た
は
押
収
は
、
権
限
を
有
す
る
司
法
官
憲
が
発
す
る
各
別
の
令
状
に
よ
り
、
こ
れ
を
行
ふ
。

ୈ



ừ

ཹ
߆
ې
Ử
何
人
も
、
理
由
を
直
ち
に
告
げ
ら
れ
、
か
つ
、
直
ち
に
弁
護
人
に
依
頼
す

る
権
利
を
与
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
抑
留
ま
た
は
拘
禁
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
何
人
も
、
正
当
な
理
由
が

な
け
れ
ば
、
拘
禁
さ
れ
ず
、
要
求
が
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
、
直
ち
に
本
人
お
よ
び
そ
の
弁
護
人
の

出
席
す
る
公
開
の
法
廷
に
て
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

何
人
も
、
抑
留
ま
た
は
拘
禁
さ
れ
た
の
ち
、
無
罪
の
裁
判
を
受
け
た
と
き
は
、
法
律
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
国
に
そ
の
補
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

ୈ

ࣣ

ừ


ͳ
Ͳ
ې
ࢭ
Ử
公
務
員
に
よ
る
拷
問
お
よ
び
残
虐
な
刑
罰
は
、
こ
れ
を
禁
ず
る
。

ୈ

ീ

ừ
ܐ
ࣄ
ඃ
ࠂ
ਓ
Ử
す
べ
て
刑
事
事
件
に
お
い
て
は
、
被
告
人
は
、
公
平
な
裁
判
所
の
迅
速

な
公
開
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

刑
事
被
告
人
は
、
す
べ
て
の
証
人
に
対
し
て
審
問
す
る
機
会
を
充
分
に
与
へ
ら
れ
、
ま
た
、
公
費

に
て
自
己
の
た
め
に
強
制
的
手
続
き
に
よ
り
証
人
を
求
め
る
権
利
を
有
す
る
。

刑
事
被
告
人
は
、
い
か
な
る
場
合
に
も
、
資
格
を
有
す
る
弁
護
人
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

被
告
人
が
み
づ
か
ら
こ
れ
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
国
が
こ
れ
を
付
す
。

ୈ



ừ
ڙ
ड़
ͱ
ࣗ
ന
Ử
何
人
も
、
自
己
に
不
利
益
な
供
述
を
強
要
さ
れ
な
い
。

強
制
、
拷
問
も
し
く
は
脅
迫
に
よ
る
自
白
ま
た
は
不
当
に
長
く
抑
留
も
し
く
は
拘
禁
さ
れ
た
の
ち

の
自
白
は
、
こ
れ
を
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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何
人
も
、
自
己
に
不
利
益
な
唯
一
の
証
拠
が
本
人
の
自
白
で
あ
る
場
合
に
は
、
有
罪
と
さ
れ
な
い
、

ま
た
は
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
な
い
。

ୈ
ࣣ
ʓ

ừ
Ḫ
ٴ
ͳ
Ͳ
ې
ࢭ
Ử
何
人
も
、
実
行
の
と
き
に
適
法
で
あ
つ
た
行
為
ま
た
は
す
で
に
無
罪

と
さ
れ
た
行
為
に
つ
い
て
は
、
刑
事
上
の
責
任
を
問
は
れ
な
い
。
ま
た
、
同
一
の
犯
罪
に
つ
い
て
、

重
ね
て
刑
事
上
の
責
任
を
問
は
れ
な
い
。

ୈ
ࣣ
Ұ

ừ
େ
ࣻ
ͳ
Ͳ
Ử
内
閣
は
、
大
赦
、
特
赦
、
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
お
よ
び
復
権
を
決
定

す
る
。

第
九
章

最
高
法
規
と
改
定

ୈ
ࣣ
ೋ

ừ
࠷
ߴ
๏
ن
Ử
こ
の
憲
法
は
、
国
の
最
高
法
規
で
あ
つ
て
、
そ
の
条
規
に
反
す
る
法
律
、

命
令
お
よ
び
国
務
に
関
す
る
そ
の
他
の
行
為
の
全
部
ま
た
は
一
部
は
、
そ
の
効
力
を
有
し
な
い
。

日
本
国
が
締
結
し
た
条
約
お
よ
び
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
は
、
日
本
国
外
政
、
す
な
は
ち
外
交
・

通
商
貿
易
・
軍
事
の
方
針
の
も
と
に
、
尊
重
す
る
。

国
務
大
臣
、
国
会
議
員
、
裁
判
官
そ
の
他
の
公
務
員
は
、
こ
の
憲
法
を
尊
重
し
擁
護
す
る
義
務
を

負
ふ
。

ୈ
ࣣ
ࡾ

ừ
վ
ఆ
Ử
こ
の
憲
法
の
改
定
は
、
国
会
両
院
の
総
議
員
の
五
分
の
三
以
上
の
賛
成
に
て
、

可
決
す
る
。
国
民
投
票
は
必
要
な
い
が
、
国
民
の
世
論
に
よ
る
、
そ
の
改
定
へ
の
勧
告
を
、
尊
重
す

る
。憲

法
改
定
に
つ
い
て
前
項
の
可
決
を
経
た
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
国
民
の
名
に
て
、
こ
の

憲
法
と
一
体
を
成
す
も
の
と
し
て
、
直
ち
に
こ
れ
を
公
布
す
る
。

【
文
献
】

令
和
日
本
国
憲
法
案
を
起
草
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
眞
剣
な
る
実
行
の
た
め
、
残
念
な
が
ら
、
今

の
学
界
の
主
流
で
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
以
下
の
文
献
を
中
心
に
、
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
た

だ
し
、
憲
法
案
起
草
に
関
し
、
こ
れ
ら
の
著
者
に
、
一
切
の
責
任
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

日
本
社
会
が
将
来
に
お
い
て
、
人
間
社
会
の
歴
史
に
誇
る
べ
き
、
珠
玉
の
国
家
論
体
系
。

滝
村
隆
一
『
国
家
論
大
綱

第
一
巻

上
』(

勁
草
書
房2003)

https://w
w

w
.honyaclub.com

/shop/g/g11852558

滝
村
隆
一
『
国
家
論
大
綱

第
一
巻

下
』(

同2003)
https://w

w
w

.honyaclub.com
/shop/g/g11869891

滝
村
隆
一
『
国
家
論
大
綱

第
二
巻
』(

同2014)
https://w

w
w

.honyaclub.com
/shop/g/g16691754
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滝
村
隆
一
『
ニ
ッ
ポ
ン
政
治
の
解
体
学
』(

時
事
通
信
社1996)

https://w
w

w
.honyaclub.com

/shop/g/g11169680
人
間
社
会
史
の
水
面
下
に
お
け
る
、
日
本
民
族
の
皇
統
の
ご
活
躍
に
つ
い
て
。

落
合
莞
爾
『
京
都
皇
統
の
解
禁
秘
史
天
皇
と
ワ
ン
ワ
ー
ル
ド
』(

成
甲
書
房2015)

国

際

秘

密

勢

力

https://w
w

w
.honyaclub.com

/shop/g/g17387170

落
合
莞
爾
『
天
皇
と
黄
金
フ
ァ
ン
ド
古
代
か
ら
現
代
に
続
く
日
本
國
體
の
根
本
』(

成
甲
書
房2016)

https://w
w

w
.honyaclub.com

/shop/g/g17845316

落
合
莞
爾
『
天
皇
皇
統
に
な
り
す
ま
し
た
ユ
ダ
ヤ
十
支
族
「
天
皇
渡
来
人
説
」
を
全
面
否
定
す
る

』

(

成
甲
書
房2016)

https://w
w

w
.honyaclub.com

/shop/g/g18372406

世
界
経
済
に
つ
い
て
の
予
想
。

吉
田
繁
治
『
金
利
と
通
貨
の
大
転
換2025
年
、
ド
ル
切
り
下
げ
で
日
米
欧
が
連
鎖
破
産
す
る
』(

ビ
ジ

ネ
ス
社2023)

https://w
w

w
.honyaclub.com

/shop/g/g20877457

新
聞
社
提
出
の
日
本
国
憲
法
解
説
。(

た
た
き
台
と
し
て)

東
京
新
聞
政
治
部
編
『
読
む
た
め
の
日
本
国
憲
法
』(
文
春
文
庫2014)

https://w
w

w
.honyaclub.com

/shop/g/g16125618

【
令
和
日
本
国
憲
法
案
の
解
説
】

昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
を
、
人
間
社
会
か
ら
戦
争
を
終
ら
せ
る
祈
り
を
、
開
始
し
た
日
で
あ
る

と
、
み
な
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

日
本
国
は
、
こ
の
数
千
年
間
の
、
諸
国
家
の
攻
防
の
時
代
を
、
終
末
へ
と
推
進
す
る
、
特
殊
な
国

家
で
す
。

日
本
民
族
の
皇
族
は
、
日
本
国
が
護
り
協
力
さ
せ
て
い
た
だ
く
、
特
別
な
親
族
で
す
。
諸
国
家
の

ま
も

攻
防
の
時
代
を
、
終
末
へ
と
推
進
す
る
た
め
、
日
本
国
な
い
し
諸
国
家
の
国
家
機
関
と
は
別
の
お
立

場
か
ら
、
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
す
。
日
本
国
と
し
て
の
権
力
で
は
な
く
、
日
本
民
族
と
し
て
の
権

威
で
す
。
皇
室
典
範
は
、
日
本
国
の
法
律
か
ら
、
皇
族
内
の
親
族
規
範
へ
と
、
お
返
し
い
た
し
ま
す
。

皇
室
財
産
は
、
日
本
国
の
管
理
か
ら
、
皇
族
の
管
理
へ
と
、
お
返
し
い
た
し
ま
す
。

【
文
献
】
欄
の
滝
村
隆
一
『
国
家
論
大
綱
』
に
し
た
が
ひ
、
〈
行
政
〉
と
い
ふ
用
語
を
、
今
ま
で

の
「
行
政
」
と
は
ま
っ
た
く
別
の
意
味
に
て
用
ゐ
ま
す
。
今
ま
で
の
「
行
政
」
の
代
り
に
、〈
執
行
〉

と
い
ふ
用
語
を
用
ゐ
ま
す
。

国
家
活
動
の
内
容
を
、
〈
統
治
〉
と
〈
行
政
〉
に
分
類
し
ま
す
。
条
文
に
て
く
り
か
へ
し
述
べ
た

や
う
、
外
交
・
通
商
貿
易
・
金
融
政
策
・
軍
事
・
治
安
警
察
と
い
ふ
、
国
家
活
動
の
根
幹
を
〈
統
治
〉

と
呼
び
、
そ
れ
以
外
の
国
家
活
動
を
〈
行
政
〉
と
呼
び
ま
す
。

一
方
、
国
家
規
範
の
運
動
形
式
を
、
〈
立
法
〉
と
〈
執
行
〉
と
〈
司
法
〉
に
分
類
し
ま
す
。
そ
の

規
定
は
、
第
二
一
条
の
三
権
分
立
制
の
と
こ
ろ
に
て
、
述
べ
ま
し
た
。
す
な
は
ち
、
今
ま
で
の
「
行
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政
」
の
代
り
に
、
〈
執
行
〉
と
呼
び
ま
す
。

米
国
も
、
中
国
も
、
経
済
や
政
治
の
大
き
な
変
動
が
、
遠
く
な
い
と
予
想
さ
れ
る
、
今
で
あ
る
か

ら
こ
そ
、
こ
の
令
和
日
本
国
憲
法
案
へ
の
憲
法
改
定
は
、
ま
さ
に
急
務
で
あ
る
と
、
考
へ
ま
す
。

第
四
条
に
述
べ
た
、「
日
本
国
債
の
残
高
を
減
す
、
金
融
政
策
と
く
に
通
貨
政
策
」
に
つ
い
て
は
、

日
米
欧
に
共
通
の
方
向
性
と
し
て
、
【
文
献
】
欄
の
吉
田
繁
治
『
金
利
と
通
貨
の
大
転
換
』
を
参
照

の
こ
と
。

ま
さ
に
民
衆
の
ひ
と
り
で
あ
る
山
田

学
は
、
た
ま
た
ま
、
今
の
学
界
と
は
別
の
、
在
野
で
あ
り

な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
大
観
で
き
る
学
び
の
機
会
に
、
と
て
も
恵
ま
れ
ま
し
た
。(

あ
る
意

味
、
オ
タ
ク)

の
で
、
さ
う
い
ふ
特
異
の
立
場
か
ら
の
、
分
業
な
い
し
ご
恩
返
し
と
し
て
こ
そ
、
令

和
日
本
国
憲
法
案
も
、
起
草
い
た
し
て
み
ま
し
た
。

憲
法
も
、
本
音
の
実
用
文
た
る
べ
し
。
今
ま
で
の
形
式
に
と
ら
は
れ
ず
、
必
要
と
思
は
れ
る
内
容

を
、
簡
潔
に
し
か
し
わ
か
り
や
す
く
書
い
て
み
ま
し
た
。
た
と
へ
ば
、
「
基
本
的
人
権
」
と
い
ふ
語

そ
の
も
の
は
用
ゐ
ぬ
が
、
歴
史
的
に
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
、
よ
り
わ
か
り
や
す
く
書
い
て
み
た
。

(

第
八
条
な
ど)

山
田

学
は
、
諸
国
家
の
攻
防
の
時
代
を
、
終
末
へ
と
推
進
す
る
、
〈
超
近
代
開
拓
運
動
〉
に
仕
へ

る
者
で
す
。
が
、
諸
国
家
の
現
状
に
合
せ
、
民
衆
風
に
自
立
日
本
国
を
創
始
す
る
こ
と
も
、
喫
緊
最

重
要
の
、
応
用
問
題
で
す
。
憲
法
案
起
草
い
た
し
た
ゆ
ゑ
ん
で
す
。

〈
超
近
代
開
拓
運
動
〉
に
つ
い
て
は
、
次
を
ご
検
討
い
た
だ
け
ま
す
で
せ
う
か
。

〈
は
る
か
な
健
康
平
和
へ
の
祈
り
〉

ひ
と
り
ひ
と
り
迷
ひ
の
近
代
か
ら
脱
出
す
る
提
案

表
紙

http://w
w

w
.jom

aca.join-us.jp/inori_fine.pdf

本
文(

枚)
http://w

w
w

.jom
aca.join-us.jp/inori.pdf
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山
田

学

一
九
五
六
年
三
月
名
古
屋
生
れ
。
一
九
八
一
年
東
京
大
学
工
学
部
計
数
工
学
科

ま
な
ぶ

退
学
。
さ
ま
ざ
ま
に
生
活
費
を
得
つ
つ
、
在
野
の
学
者
を
志
す
。(

と
く
に
、
人
間
と
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
の
関
係
に
つ
い
て
。)

一
九
九
二
年
よ
り
実
父
の
次
世
代
生
命
技
術
を
継
承
。

(

縄
文)

あ
か
で
み
ぃ
サ
イ
トhttp://w

w
w

.jom
aca.join-us.jp/R2.htm

運
営
。
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